
�愛媛県告示第２０９号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県庁及び宇和島市

役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２０年２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

戸田建設株式会社

東京都中央区京橋一丁目７番１号

代表取締役社長 井上 舜三

２ 事業場の名称及び所在地

平成１９－２１年度祝森トンネル工事作業所

宇和島市祝森字ガイノ木乙３０３

３ 特定施設に関する事項

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号）別表第１第５５号 生コンクリー
ト製造業の用に供するバッチャープラン
ト

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり２２．５立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後２８日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 断 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ５時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ９．０～１３．０

最大 ９．０～１３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５．０

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，０００

最大 ５，０００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．０

最大 ３．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０４

最大 ０．１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２

最大 ４

４ 汚水等の処理施設に関する事項

沈殿槽

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後２８日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

処 理 施 設 の 種 類 物理処理

処 理 施 設 の 型 式 自然沈降

処 理 施 設 の 構 造 鋼製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１．３メートル 横２．５メートル
高さ１．５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １時間当たり１５立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 自然沈降

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

処理施設に 項 目 処 理 前 処 理 後
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よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ９．０～１３．０

最大 ９．０～１３．０

通常 ９．０～１３．０

最大 ９．０～１３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５．０

最大 １０

通常 ５．０

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，０００

最大 ５，０００

通常 ２００

最大 ５００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．０

最大 ３．０

通常 ２．０

最大 ３．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０４

最大 ０．１

通常 ０．０４

最大 ０．１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２

最大 ４

通常 ２

最大 ４

備考 汚水は、特定施設で再利用する。

（参考）濁水処理施設

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後２８日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

処 理 施 設 の 種 類 物理処理及び化学処理

処 理 施 設 の 型 式 凝集沈澱及び水素イオン濃度調整

処 理 施 設 の 構 造 鋼板製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦５．５５メートル 横５．８９メートル
高さ６．５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １時間当たり３０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 凝集沈澱及び水素イオン濃度調整

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ９．０～１３．０

最大 ９．０～１３．０

通常 ６．５～８．５

最大 ６．５～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５．０

最大 １０

通常 ５．０

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，０００

最大 ３，０００

通常 １５

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．０

最大 ３．０

通常 ２．０

最大 ３．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０４

最大 ０．１

通常 ０．０４

最大 ０．１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １６０

最大 ４００

通常 １６０

最大 ４００

備考 当該施設は、特定施設から発生する汚水以外の濁水の処理を行う。

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．５～８．５

最大 ６．５～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５．０

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．０

最大 ３．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０４

最大 ０．１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １２０

最大 ３００

�愛媛県告示第２１０号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業経済部商工労政課並びに西条市役所において告示の日から４月

間縦覧に供する。

平成２０年２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

愛 媛 県 報平成２０年２月１９日 第１９３９号

１０５
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�愛媛県告示第２１１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第５項の規

定により、次のとおり大規模小売店舗内の店舗面積の合計を基準面

積以下とする旨の届出があった。

平成２０年２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

大規模小売店舗
の名称

大規模小売店舗
の所在地

大規模小売店舗内の店舗面積の
合計が基準面積以下となる日

サンビッグ西条店 西条市福武字沢の
前甲９７１番１外 平成１８年５月３１日

�������
�愛媛県告示第２１２号
内子町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土地改良

事業（農道）・北浦地区）の施行は、適当と認められているので、

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準

用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧

に供する。

平成２０年２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）・北浦

地区）計画書の写し

� 内子町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の写し

２ 縦覧期間

平成２０年２月２０日から３月１８日まで

３ 縦覧場所

内子町役場内子分庁

�������
�愛媛県告示第２１３号
内子町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土地改良

事業（かんがい排水）・駄場地区）の施行は、適当と認められるの

で、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項におい

て準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を

縦覧に供する。

平成２０年２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

駄場地区）計画書の写し

� 内子町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の写し

２ 縦覧期間

平成２０年２月２０日から３月１８日まで

３ 縦覧場所

内子町役場本庁

�������
�愛媛県告示第２１４号
内子町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土地改良

事業（かんがい排水）・上川中区地区）の施行は、適当と認められ

るので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項に

おいて準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書

類を縦覧に供する。

平成２０年２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

上川中区地区）計画書の写し

� 内子町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の写し

２ 縦覧期間

平成２０年２月２０日から３月１８日まで

３ 縦覧場所

内子町役場小田支所

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フレスポ西条店 西条市新田字市塚新
田１５５他２１筆

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社宮脇書店
株式会社西松屋チェ
ーン
株式会社チヨダ
株式会社マックハウ
ス
大黒天物産株式会社
株式会社マツモトキ
ヨシ
株式会社大創産業
株式会社ワールド
株式会社三城

株式会社宮脇書店
株式会社西松屋チェ
ーン
株式会社チヨダ
株式会社マックハウ
ス
大黒天物産株式会社
株式会社マツモトキ
ヨシ
株式会社大創産業
株式会社ワールド
株式会社三城
株式会社アドバンス
ソリューション

平成１９年
６月２日

平成２０年
１月３１日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業経済部商工労

政課並びに西条市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

愛 媛 県 報平成２０年２月１９日 第１９３９号

１０６
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�愛媛県告示第２１５号
大洲市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土地改良

事業（かんがい排水）・予子林地区）の施行は、適当と認められる

ので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項にお

いて準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類

を縦覧に供する。

平成２０年２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

予子林地区）計画書の写し

� 大洲市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の写し

２ 縦覧期間

平成２０年２月２０日から３月１８日まで

３ 縦覧場所

大洲市役所肱川支所

�愛媛県告示第２１６号
漁船損害等補償法施行令（昭和２７年政令第６８号）第５条第１項の規定により、漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条第１項

の規定による同意を求めるための事前届出があったので、同政令第５条第３項の規定により、１のとおり公示し、及び２のとおり指定漁船

調書を縦覧に供する。

平成２０年２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出事項

（宇和島地方局管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

宇和島市津島町高田甲１３７―２

西 村 孝 俊

宇和島市津島町近家甲２０９―７８

魚 下 定

宇和島市津島町岩松丁２８９―１

河 人 健 二
岩 松 岩松漁業協同組合

２ 指定漁船調書の縦覧

� 縦覧期間

平成２０年２月１９日から同年３月４日まで

� 縦覧場所

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる場所

宇和島地方局管内の加入区 宇和島地方局産業経済部水産課

�愛媛県告示第２１７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２１８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山川内線 松山市北梅本町甲６２６番４ 平成２０年２月１９日

〃 〃
松山市北梅本町甲８３３番７地先から

同町甲８３６番２まで
〃

愛 媛 県 報平成２０年２月１９日 第１９３９号
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公 告

○公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２０年２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

交通管制センター、サブセンター等設備保守業務委託

� 委託業務名及び数量

交通管制センター、サブセンター等設備保守業務 一式

� 委託業務の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 委託期間

平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで

� 委託業務の履行場所

松山市若草町７番地（交通管制センター）ほか

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額

の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円

未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとす

る。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地

方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額を入札

書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成１８年度及び平成１９年度の製造の請負等

に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、

次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 委託業務と同程度の交通管制センター、サブセンター等設備

保守業務の実績を有し、委託業務について、適切かつ迅速に履

行し得る体制が整備されていることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部警務部会計課交通安全施設係

〒７９０－８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４－０１１０ 内線 ２２７３

� 入札書の受領期限

平成２０年３月３１日（月）午後１時３０分

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。

� 開札の日時及び場所

平成２０年３月３１日（月）午後１時３０分

愛媛県警察本部２階第一会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入札書に、

委託業務を履行できることを証明する書類を添付して、入札書

の受領期限までに提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

委託業務を履行できると知事が判断した入札者であって、愛

媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成された予定価格の

制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落

札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be required：

Maintenance and upkeep of Traffic Control Center and Sub―

center，１ set

� Time limit of tender：１：３０ p．m．，３１March２００８

� For further information， please contact： Supplies

Procurement Section，Finance Division, Administrative

Department，Ehime Prefectural Police Headquarters，２―２

Minamihoribatacho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７３ Japan

TEL０８９―９３４―０１１０ Ext２２７３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４１号
大洲市松尾９３３番１５から

同市松尾９３１番１１まで
平成２０年２月１９日

平成２０年２月１９日 発行
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